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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月13日(2019.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナノギャップ電極対で生体分子を検出するための装置であって、
　（ａ）標準物質を添加した複数の単分子を含む試料を提供すること、
　（ｂ）ナノギャップ電極対を用いたトンネル電流を含むシグナルを測定することであっ
て、前記シグナルは前記標準物質に応じている、シグナルを測定すること、
　（ｃ）前記測定されたシグナルに基づいて前記単分子を識別すること
を実行するように構成された、装置。
【請求項２】
　前記標準物質は電気伝導体である、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記ナノギャップ電極対を用いて測定された前記シグナルが前記標準物質を用いて標準
化された、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　特定の電極対によって生じた前記シグナルが前記標準物質を用いて正規化された、請求
項１記載の装置。
【請求項５】
　前記標準物質はサブユニットを含む、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　標準物質が添加された複数の単分子を含むサンプルを検出する方法であって、
　（ａ）ナノギャップ電極を用いたトンネル電流を含むシグナルを測定することであって
、前記シグナルは前記標準物質に応じている、シグナルを測定すること、
　（ｂ）前記測定されたシグナルに基づいて前記単分子を識別すること
を含む、方法。
【請求項７】
　前記単分子を識別することは、前記単分子の相対コンダクタンスに基づいている、請求
項６記載の方法。
【請求項８】
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　前記標準物質は電気伝導体である、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記シグナルの測定が、一群の電極対で行われる、請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記シグナルの測定が、少なくとも１０分間行われる、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記シグナルの測定が、１０分間行われる、請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　特定の電極対によって生じた前記シグナルが前記標準物質を用いて正規化された、請求
項６記載の方法。
【請求項１３】
　前記標準物質はサブユニットを含む、請求項６記載の方法。
【請求項１４】
　前記単分子はヌクレオチドを含む、請求項６記載の方法。
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